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Ⅰ 令和３年度事業の概要 
 

 
１ 総括 
 
 新型コロナウイルス感染症対策として、神戸市新型コロナウイルス感染症対
策本部員会議の開催等を通じ、国や県の対処方針に沿って、本市の対応方針を
決定した。 

また、南海トラフ地震等の大規模広域災害をはじめ、激甚化する風水害や国
民保護事案等、様々な危機事象に対する備えを着実に進めるとともに、市民の
安全・安心を守るための施策を実施した。 
 
 
２ 主要事業 
 
（１）危機管理体制の充実 
 

①新型コロナウイルス感染症対策の実施 
・国や県と適宜調整を行うなど連携を図るとともに、神戸市新型コロナウ
イルス感染症対策本部の運営等により庁内での迅速な情報共有や意思決
定を行った。また、ドローンを活用して、市民に対しワクチン接種等の
呼びかけを行った。 

・各局室区で対応できない場合に備え、民間事業者と連携したローリング
ストック体制の運営等によりマスクや手指消毒液等を確保した。 

・緊急避難場所等における感染症対策として、間仕切り用テントを配備し
た。また、宿泊施設への避難に係る助成を行った。 

 
②危機管理に関する計画の策定 
・国の防災基本計画や県の地域防災計画の見直し等を踏まえ、本市の地域
防災計画を改定した。 

・ＢＣＰ等の計画やマニュアルを一元管理し、災害対応の全体像や進捗状
況を見える化する「災害対応工程管理システム」を導入した。 

 
③危機対応力の向上 
・災害対策基本法の改正に伴う避難情報の内容・名称の変更について、市
民への周知を行った。 

・自然災害や国民保護事案等、様々な危機に迅速・的確に対応できるよう
関係機関と連携し、各種訓練を実施した。 

・弾道ミサイルによる爆風等から被害を軽減するため、市内の地下施設等
を緊急一時避難施設として指定した。 

・帰宅困難者対策として、警備会社との「災害時における警備・誘導に関
する協定」の締結や一時滞在施設の拡充、訓練の実施等、官民連携によ
る取り組みを行った。 

・災害時における停電に対応するため、電気自動車等からの給電により施
設の一部の照明等を使用することができる「外部給電・神戸モデル」を
避難所等公的施設に一部導入した。 
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・避難確保計画の策定義務がある要配慮者施設に対し、積極的な呼びかけ
や助言等を行い、計画の策定を促進した。 

 
④情報収集・伝達体制の強化 
・須磨区や垂水区の海岸部に設置している防災行政無線のスピーカーを更
新し、音達範囲を拡大した。また、危機管理システムの運用に加え、緊
急速報メールやひょうご防災ネット、ＡＩによる情報解析ツール等ＩＣ
Ｔを活用した情報収集・発信の強化を図った。 

 
⑤市民防災意識の向上 
・市内の大学やＮＰＯ、企業等と連携し、阪神・淡路大震災の教訓の継承
や防災啓発を行うとともに、ＬＩＮＥを活用した災害情報共有システム
を運用するなど、自助・共助分野へのＩＣＴの活用を図った。 

・土砂災害警戒区域等に指定された地域を中心に、地域団体等に対して風
水害からの避難について説明会を実施し、マイ・タイムラインの作成等
により適切な避難行動を促した。 

 
 
（２）安全で安心なまちづくりの推進 
 

①地域安全対策の推進 
・子どもや女性に対する犯罪対策を主目的として、小学校の通学路や主要
駅周辺等に、防犯カメラを令和２年度より２か年かけて約 2,000 台設置
した。 

・地域団体が設置する防犯カメラについて設置・更新経費の補助を行うと
ともに、地域における防犯活動を担う防犯協会や青色防犯パトロールの
実施団体に対し支援を行った。 

・犯罪被害者やその家族に対して、支援団体や警察と連携し、日常生活の
支援等を行った。 

 
②交通安全対策の推進 
・市民の交通安全に対する意識の向上を図るため、四季の交通安全運動や、
学校園や地域で開催している交通安全教室等により啓発を行った。 

・交通遺児家庭に対して、奨学金を支給するとともに、「神戸交通遺児をみ
まもる会」の各種事業を通じて支援を行った。 
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